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       （　　歳　　　入　　）    （　　歳　　　出　　）

歳 出 合 計

航空機燃料税
273億円(6.9%)

着陸料等収入
611億円(15.5%)

航行援助施設
利用料収入

1,027億円(26.1%)
雑収入等

845億円(21.4%)

３，９４２億円

羽田空港
543億円(13.8%)

一般空港等
919億円(23.3%)

航空路整備
274億円(7.0%)空港周辺

 環境対策
  11億円(0.3%)

３，９４２億円

離島航空
 事業助成

  15億円(0.4%)

空港経営
改革推進

2億円(0.1%)

歳 入 合 計

維持運営費等
1,473億円(37.4%)

財投借入金
1,185億円(30.0%)

財投償還金
339億円(8.6%)

空港会社等
無利子貸付

  273億円(6.9%)

・成田空港 36億円（0.9%）
・関西空港等 48億円（1.2%）
・中部空港 9億円（0.2%）

Ⅰ．令和５年度航空局関係予算の概要

※ 上記歳出には、航空分野のグリーン施策の推進として167億円を含む１

【空港会社等】

①空港機能強化等に対する空港会社等への支援
（無利子貸付による支援等）

②空港会社等が実施する感染症防止対策への支援
③空港会社等が実施する受入環境高度化への支援

【航空会社】

①空港使用料、航空機燃料税の軽減

②国内定期航空運送事業に係る温暖化対策税の還
付措置【延長】

③離島航空輸送の確保対策、地方航空路線維持・
活性化の推進

①次世代航空モビリティ
・空飛ぶクルマ等次世代航空機の安全対策
・無人航空機に係るレベル４（有人地帯での目視外飛行）の活性化に向けた環境整備

②地上支援業務（グラハン）への先端技術の導入促進
③FAST TRAVELの推進等によるストレスフリーで快適な旅行環境の実現

①需要回復・増大に向けた空港受入環境整備等
②空港整備事業等

・首都圏空港や地方空港等の機能強化等事業、
空港の防災・減災・国土強靱化事業

・空港経営改革の推進
・航空路整備事業
・空港周辺環境対策

③航空保安対策の強化
④操縦士・整備士の養成・確保対策
⑤安全監査体制等の強化

①運航分野における脱炭素化の推進
・機材・装備品等への新技術導入
・運航の改善

・持続可能な航空燃料（SAF）の導入促進

②空港分野における脱炭素化の推進
・空港施設、空港車両からのCO2排出削減
・地上航空機からのCO2排出削減
・再エネ拠点化

（２）安全・安心な航空輸送の実現と需要回復・増大への的確な対応

（３）航空分野のグリーン施策の推進

（４）航空イノベーションの推進

（１）航空会社・空港会社等航空関連業界の経営基盤強化等への措置

【航空会社・空港会社等（共通）】
①航空・空港人材確保等緊急対策への支援

空港整備勘定の歳入・歳出規模（令和５年度予算額）



航 空 機 燃 料 税 収 入 273 （ 315 ） 636 （ 561 ）

543 （ 481 ）

36 （ 22 ）

48 （ 49 ）

空 港 使 用 料 収 入 1,638 （ 932 ） 9 （ 9 ）

919 （ 896 ）

2 （ 2 ）

雑 収 入 等 845 （ 1,004 ） 274 （ 288 ）

167 （ 121 ）

273 （ 288 ）

財 政 投 融 資 1,185 （ 1,645 ） 11 （ 15 ）

15 （ 15 ）

1,812 （ 1,831 ）

3,942 （ 3,896 ） 3,942 （ 3,896 ）

（注）　１．雑収入等には、一般会計に計上の工事諸費を含む。

　　　　３．計数は端数処理の関係で合計額に一致しない。

空 港 経 営 改 革 推 進

航 空 路 整 備 事 業

空 港 会社 等無 利子 貸付

空 港 周 辺 対 策 事 業

離 島 航 空 事 業 助 成

　　　　２．「空港等維持運営費等」には、財政投融資等の借入金償還経費を含む。

歳　　　　出歳　　　　入

（単位：億円）

（　）内は前年度予算

合　　　計合　　　計

【再掲：航空分野のグリーン施策の推進】

国 際 拠 点 空 港

羽 田 空 港

成 田 空 港

関 西 空 港 等

中 部 空 港

一 般 空 港 等

空 港 等 維 持 運 営 費 等

Ⅱ．令和５年度航空局関係予算総括表

１．自動車安全特別会計 空港整備勘定収支

２．一般会計（非公共予算）

２

（単位：億円）

15.8 （ 16.5 ）

2.8 （ 3.7 ） 令和４年度補正額：14.9億円

0.4 （ 1.8 ） 令和４年度補正額：0.1億円

2.1 （ 1.7 ）

0.2 （ 0.2 ）

0.3 （ 0.2 ）

Ｉ Ｃ Ａ Ｏ 経 費 7.6 （ 6.4 ）

2.4 （ 2.5 ）

23.2 （ 23.4 ）

39.0 （ 39.8 ） 令和４年度補正額小計：14.9億円

24.7 （ 25.2 ） 令和４年度補正額：5.4億円

63.7 （ 65.0 ） 令和４年度補正額合計：20.3億円

（注）計数は端数処理の関係で合計額に一致しない。　　 （　）内は前年度予算

　　　　　

合　　　　　　　　計

航 空 局 政 策 経 費

地 方 航 空 局 経 費

独 立 行 政 法 人 航 空 大 学 校

小　　　　　　　　計

航空需要回復に向けた空港受入環境整
備等の推進

航 空 分 野 の グ リ ー ン 施 策 の 推 進

次世 代航空 モ ビリ テ ィ等 の安 全対策

地 方 航 空路 線 維 持・ 活性 化 の 推進

安 全 監 査 体 制 等 の 強 化

そ の 他 物 件 費

備           考区　　　　　　　　分 令和５年度予算額



（２） 国際線の受入再開に向けた受入環境高度化等への支援

● 航空・空港関係事業者が実施する採用情報の発信強化・新規採用者の教育訓練等の人材
の確保・育成、案内ロボット等の導入による業務の効率化の推進に係る補助を行います。

４年度補正予算額 非公共予算 １４．９億円

３

○航空・空港人材確保等緊急対策への支援【新設】

○空港会社等が実施する受入環境高度化への支援

● 国際線の新規就航・増便の促進のため、空港ビル会社等が実施する待合施設やバゲージ
ハンドリングシステム等の利便性向上に資する施設整備の補助を行います。

バゲージハンドリングシステム待合施設

○空港会社等が実施する感染防止対策への支援

● 空港ビルにおける感染防止を図るため、空港ビル会社等が実施する待合スペース等の密集
防止や空調・換気設備の機能向上等の受入環境整備に資する施設等整備の補助を行います。

待合スペース等の密集防止 空調・換気設備の機能向上 衛生設備の非接触化 旅客動線の管理

保安検査場① 保安検査場② 保安検査場③

混 空

PBB（搭乗橋） エプロンルーフ

採用情報の発信強化 教育訓練
業務の効率化

１．航空会社・空港会社等航空関連業界の経営基盤強化等への措置

（１） 航空会社に対する支援（空港使用料、航空機燃料税の軽減）

○

○

国際線をはじめとする航空旅客需要はいまだ回復途上にあり、航空会社を取り巻く経営環境は依
然として厳しい状況が続いています。

航空会社の経営基盤の強化を図りつつ、航空ネットワークの維持と航空需要の回復・拡大にむけ
た機材投資を支援するため、空港使用料と航空機燃料税について軽減措置を実施します。

【軽減規模：約310億円】

令和５年度の国内線に係る着陸料、停留料、航行援助施設利用料について、合計で約3割軽減

空港使用料

【公租公課合計：約500億円の軽減】

航空機燃料税 【軽減規模：約190億円】

令和５～６年度 令和７~８年度 令和９年度平成23年度～ 令和３年度 令和４年度
令和２年度

～平成22年度

本則特例

特定離島
路線特例

沖縄路線
特例

(本則)

26,000円/kl

(コロナ前水準)
18,000円

9,000円9,000円

13,000円
15,000円

18,000円

9,000円

13,500円

6,750円
4,500円

6,500円

9,750円
11,250円

7,500円

13,500円13,000円

9,750円

6,500円

19,500円/kl

13,000円/kl

令和５年度については
税率をコロナ前の18,000円/kl から13,000円/kl等へ軽減



＜航空灯火更新＞

（３） 空港会社等への無利子貸付による支援

〇 国内外の交流や国民生活、経済活動を支える航空ネットワークの維持を図るとともに、訪日
外国人旅行者2030年6000万人の政府目標の達成などに向け、必要な空港会社等の空港
整備事業に対し支援します。

成田国際空港株式会社に対して、B滑走路
の延伸及びC滑走路の新設等の更なる機能
強化の着実な推進を引き続き支援するため、
無利子貸付を実施します。

＜事業の概要＞

○成田空港 ５年度予算額 空港整備勘定からの無利子貸付 １２０（１５４）億円

※（ ）内は前年度予算

＜事業の概要＞

○羽田空港
５年度予算額 空港整備勘定からの無利子貸付 １０ （７）億円

※（ ）内は前年度予算

４

○コンセッション空港

＜事業の概要＞
５年度予算額 空港整備勘定からの無利子貸付 １４３（１２７）億円

※（ ）内は前年度予算

ポストコロナの成長戦略の実現に不可欠な航空ネットワークの維持・確保のため、
国管理コンセッション空港を運営する事業者に対して、滑走路や灯火等、その他空
港の機能を確保するために必要な施設の整備等への無利子貸付を実施します。

＜滑走路更新＞

東京国際空港ターミナル株式会社に対し、首都圏空港における航空需要回復・増大への
的確な対応に必要なバゲージハンドリングシステム等のターミナル整備事業を対象とした
無利子貸付を実施します。

＜監視サーバー等＞＜ベルトコンベア＞

※無利子貸付のほか、コンセッション空港の
運営権対価分割金につき、 令和５年度か

ら事業終了年度までの分をそれぞれ１年
ずつ猶予を実施
（北海道：26億円/年、福岡：153億円/年）

空港用化学消防車空港用除雪車
＜空港特殊車両更新＞

滑走路舗装工 灯火LED化後



＜事業の概要＞

（１）航空需要回復を見据えた空港受入環境整備

今後の訪日客の本格的な受入再開を見据えた空港における受入環境の整備や「訪日誘客支援
空港」に対する運航再開等の支援を実施します。

○ 受入環境整備等の推進

４年度補正予算額 非公共予算【再掲】 １４．９億円
５年度予算額 非公共予算 ２．８（３．７）億円

空港整備勘定（一般空港等） ９１９（８９６）億円の内数
※（ ）内は前年度予算

感染リスクを最小化しつつ航空需要の回復・増大を支援

５

○ 地方空港における国際線の運航再開等への支援

※地域の同規模支援と協調

①国管理空港の国際線着陸料割引
［割引率：１/２以上］

②ｺﾝｾｯｼｮﾝ/地方管理空港の国際線着陸料補助
［補助率：認定区分に応じて２/５, １/３, １/４］

地方空港国際線ネットワークの早期回復・拡大を促進

運航再開等の支援

【関係部局・省庁との連携】
・海外PR等支援 ［観光庁・JNTO］
・受入再開に向けた関係省庁、地方公共団体、空港会社等との連携 等

訪日客の本格的な受入再開にあたっては、地方創生の観点からも、地方への誘客促進が重要です。
このため、 「訪日誘客支援空港」に対して、国際線の運航再開等に向けた支援を実施し、航空ネット
ワークの早期回復を図ります。

訪日客の本格的な受入再開や今後の需要増加への対応を見据え、空港における感染リスクを
最小化しつつ、航空需要の回復・増大に向けた受入環境整備を推進します。

空港受入環境の整備

③CIQ施設の整備
・空港ビル等によるCIQ施設の整備

①感染リスク最小化のための受入環境整備
・感染拡大防止と今後の航空旅客の回復・増大の両立を図ることを
目的とした受入環境高度化整備

（待合スペース等における密集防止等、空調・換気設備機能向上、
衛生設備の非接触化、検温、殺菌・抗菌関連機器等）

待合スペース等の密集防止等 空調・換気設備の機能向上

２．安全・安心な航空輸送の実現と需要回復・増大への的確な対応

③運航再開等に係る経費支援
・チケットカウンター設置・使用料等
・地上支援業務（グランドハンドリング）、
融雪（デアイシング）経費等

［補助率：認定区分に応じて１/３, １/４ ］

バゲージハンドリングシステムPBB（搭乗橋）

②航空旅客の利便性向上
・空港ビル等による旅客利便性の向上に資する施設の整備等
（PBB（搭乗橋）、バゲージハンドリングシステム等）



【令和５年度 主要整備事項】

（２）羽田空港

６

○ 滑走路等の耐震性の強化 ○護岸等の整備 ○基本施設等の更新・改良 等

＜事業の概要＞

５年度予算額 ５４３（４８１）億円

※（ ）内は前年度予算

○ 空港アクセス鉄道の整備 ○ 人工地盤の整備 ○ 旧整備場地区の再編整備 等

羽田空港においては、空港機能の拡充や防災・減災対策等に資する取組を進めています。

令和５年度は、アクセス利便性向上を図るため、JR東日本羽田空港アクセス線の基盤施設整備に本
格着工するとともに、引き続き京急空港線引上線を整備するほか、国内線・国際線間の乗り継ぎ利便
性向上のための人工地盤の整備、旧整備場地区の再編整備等を実施します。

また、引き続き地震発生後も航空ネットワークの機能低下を最小限にとどめるための滑走路等の耐
震性の強化及び防災・減災に向けた護岸等の整備を推進するとともに、航空機の安全な運航を確保す
るための基本施設や航空保安施設等の更新・改良等を実施します。

[Product](C) 2022 Maxar Technologies.

Ａ滑走路

Ｃ滑走路

T３（第３ターミナル）

旧整備場地区の再編整備

滑走路等の耐震性の強化

T２（第２ターミナル）

T１（第１ターミナル）

護岸の整備

護岸の整備

京急空港線引上線の整備

人工地盤の整備

ＪＲ東日本羽田空港アクセス線の整備

防災・減災対策等

空港機能の拡充

Ｔ２（第２ターミナル）

Ｐ３駐車場

東側貨物地区上屋

シールドマシンによる躯体築造 開削による躯体築造

発進立坑

歩行者通路
切回し

シールド掘進方向

JR東日本羽田空港アクセス線
京
急
空
港
線
引
上
線

空港アクセス鉄道の整備イメージ

開削トンネル



（３）成田空港

令和５年度は、成田国際空港株式会社に対して、政府無利子貸付金を活用し、B滑走路
の延伸及びC滑走路の新設等の更なる機能強化を引き続き支援します。また、成田空港庁
舎耐震対策、通信施設の移設、航空保安施設の更新等を実施します。

＜事業の概要＞

５年度予算額 １５６（１７６）億円
うち空港整備勘定からの無利子貸付【再掲】 １２０（１５４）億円

※（ ）内は前年度予算

７

○会社事業

B滑走路の延伸及びC滑走路の新設等の更なる機能強化を実施し、年間発着回数
50万回の実現に向けて、令和10年度末目途の完成を目指して整備を進めます。

更なる機能強化

○国からの支援

財政融資 (4,000億円) (令和2年度)

出資(300億円) (令和2年度)

財政融資資金

空港整備勘定

成田国際空港株式会社

B滑走路延伸・C滑走路新設
用地取得 等

（事業費：約4,900億円）

令和５年度 主要整備事項

無利子貸付金 (120億円) (令和5年度予算額)
（204億円） （令和3,4年度）

＜参 考＞
○会社事業

令和５年度は、貨物ビル整備等を実施します。
＜参考：会社事業＞

貨物ビル整備

完成イメージ

完成イメージ

成田空港庁舎耐震対策
（管制塔、滑走路等は対策済み）

第３ターミナル

Ａ滑走路（4,000ｍ）

Ｂ滑走路（2,500ｍ）

第１ターミナル

第２ターミナル 通信施設の移設
（写真は一例）



＜参 考＞
○会社事業
令和５年度は、関西エアポート社により、関西空港及び伊丹空港において、 2050年カーボンニュートラルの実現等に
向けた脱炭素化事業（航空灯火LED化事業）等について引き続き実施します。また関西空港においては、国際線の増便
に向けた第１ターミナル改修について引き続き実施します。

（４）関西空港・伊丹空港

関西空港及び伊丹空港においては、平成２８年４月から運営権の設定（コンセッション）
により関西エアポート株式会社による運営が開始され、民間の創意工夫を活かした取組が
推進されています。
令和５年度は、両空港における航空機の安全な運航を確保するために航空保安施設の

更新等を実施します。また、空港の機能強化を図るための検討を実施します。

＜事業の概要＞
５年度予算額 ４８（４９）億円

※（ ）内は前年度予算

【大阪国際空港（伊丹空港）】【関西国際空港】

航空保安施設の更新等 航空保安施設の更新等

第１ターミナル改修
（関西エアポート（株）実施・

令和2年度3次補正で財政投融資を措置※1）

（５）中部空港

中部空港においては、完全２４時間化の実現のため、戦略的に施設のフル活用を図って
いくことが重要な課題です。
令和５年度は、航空機の安全な運航を確保するために航空保安施設の更新等を実施し

ます。また、現施設のフル活用を図るための検討等を実施します。

＜参 考＞
○会社事業

令和５年度は、中部国際空港会社により、防災システム等の老朽化したシステムの更新、第１ターミナル改修等を
引き続き実施します。また、滑走路の増設にかかる環境影響評価等を実施します。

＜事業の概要＞

※１：第１ターミナル改修については、令和２年度３次補正の財政投融資を活用し、新関西国際空港（株）が最大１／２を負担。
※２：脱炭素化事業（航空灯火LED化事業）等については、令和３年度補正の財政投融資を活用し、新関西国際空港（株）が最大１／２を負担。

８

脱炭素化事業（航空灯火LED化事業）等
（関西エアポート（株）実施・

令和3年度補正で財政投融資を措置※2）

Ｂ滑走路

4,000m

Ａ滑走路

3,500m

Ａ滑走路

1,828m
Ｂ滑走路

3,000m

【中部国際空港】

航空保安施設の更新等

第１ターミナル改修
（中部国際空港（株）実施）

（令和3年度当初予算で財政投融資を措置）

脱炭素化事業（航空灯火LED化事業等）等
(中部国際空港㈱実施）

（令和3年度補正予算で財政投融資を措置）

滑走路 3,500m

５年度予算額 ９（９）億円
調査費 ０．３（０．５）億円を含む

※（ ）内は前年度予算



（６）一般空港等

５年度予算額 ９１９（８９６）億円

※（ ）内は前年度予算

空港の利便性向上を図るため、那覇空港等において、ターミナル地域の機能強化、エプロン、

誘導路等の整備を実施します。

福岡空港については、滑走路処理能力の向上を図るため、滑走路増設事業を引き続き実施します。

〇ターミナル地域の機能強化等

福岡空港滑走路増設事業

〇滑走路増設事業

＜事業の概要＞

那覇空港 国際線ターミナル地域再編事業

那覇空港では、観光客の増加に伴い、バ

ス、タクシー、レンタカー送迎車、一般車

等による構内道路の混雑が深刻化している

ため、国内線ターミナルビル前面の高架道

路（ダブルデッキ）を国際線ターミナルビ

ル前面まで延伸することで混雑解消等を図

ります。

新千歳空港 受入機能強化

国内線
ターミナルビル

B滑走路

A滑走路

D誘導路

誘導路複線化
（末端取付誘導路）

誘導路複線化
（平行誘導路）

デアイシングエプロンの整備

✈

✈
✈ ✈

✈✈
✈

６

際内連結
ターミナル

国内線
ターミナルビル

国際線
ターミナルビル

既存の高架道路
（国内線ビル側） 高架道路の延伸

○供用開始予定日 ： 令和７年３月末※

※航空法第４０条に基づく告示

○総事業費 ： 約１,６４３億円

○５年度事業内容 ：

用地造成、滑走路・誘導路・

無線施設整備 等

● 今後の航空需要の回復及び増加を見据え、空港のゲートウェイ機能を発揮していくため、福
岡空港の滑走路増設事業、ターミナル地域の機能強化等の受入環境整備を推進します。

新千歳空港では、冬期における航空機の

欠航や遅延等が課題となっており、航空機

や除雪車両の混雑を緩和し、駐機場への引

き返しを少なくするため、誘導路複線化や

滑走路端近傍のデアイシングエプロン整備

等を行い、道内の拠点空港として必要な受

入機能の強化に向けた取組を推進します。

９

２７００ｍ×６０
ｍ １

３
１
０
ｍ増設滑走路2,500ｍ

現滑走路2,800ｍ

国内線ターミナル

国際線ターミナル



●航空の安全・安心を確保するため、空港における防災・減災、国土強靱化を推進するとともに、

滑走路端安全区域の整備を着実に実施します。

航空機がオーバーランまたはアンダーシュートを起こした場合の航空機の損傷軽

減対策として、国際民間航空機関（ICAO）勧告を踏まえた改正国内基準に基づき、

着陸帯両端に安全確保のために設けることとされている滑走路端安全区域（RESA）

の整備を着実に実施します。

〇 滑走路端安全区域の整備

【オーバーラン事故の例】
事故概要

・平成25年8月5日 新潟空港着陸時に発生

・RESA内で停止したため、人的被害無し

：最低限確保すべき範囲

：可能な限り用地の確保に努める範囲 ※計器着陸用滑走路1,200m以上の場合

・RESAの長さおよび幅(国内基準_平成29年4月改訂)

着陸帯

Ｗ

着
陸
帯
幅

２Ｗ

６０ｍ

２４０ｍ

９０ｍ

2
8

滑
走
路
幅 過走帯

「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」等に基づき、定期的な点検等により劣

化・損傷の程度や原因を把握し、老朽化の進んでいる施設について効率的かつ効果的な

更新・改良を実施します。

（老朽化した滑走路舗装の改良）（舗装のひび割れが発生） （航空保安施設点検実施状況） （老朽化した

〇 空港の老朽化対策

空港監視レーダーの更新）

近年の気象変化や長期的な気候変動を踏まえ、台風や豪雨に備えた浸水対策を実施す

るとともに、地震災害時において、緊急物資等輸送拠点としての機能確保、航空ネットワーク

の維持等を図るために必要となる基本施設等の耐震対策を実施します。

〇空港の防災・減災対策

・耐震対策

非液状化層

液状化層

液状化層の地盤改良対策により、
舗装の損壊を防止

（地盤改良）

・浸水対策

（排水機能の強化）

１０

排水施設の大型化により、
排水機能を確保



（７）空港経営改革の推進

民活空港運営法に基づき、民間による空港の一体経営（航空系事業と非航空系事業の経営一体
化）を実現し、着陸料等の柔軟な設定等を通じた航空ネットワークの充実、内外の交流人口拡大等に
よる地域活性化を図ります。

特に、新潟・大分・小松空港について運営の民間委託を実施することとした場合の運営権者の公募
手続きを進めるとともに、他の国管理空港についても自治体・民間事業者から得られた運営形態や経
営手法に関する意見・提案を踏まえ、民間事業者への運営委託手法等の検討を進めます。

＜事業の概要＞ ５年度予算額 ２（２）億円 ※（ ）内は前年度予算

空港運営民間委託の効果

北海道内７空港の例 (運営開始：令和2年6月） 広島空港の例 (運営開始：令和3年7月）

※北海道周遊情報サイト「GATE TO HOKKAIDO」
の機能を大幅に強化（令和3年7月）

※出典（写真）：北海道エアポート(株)

※出典（写真）：広島国際空港(株)

国管理空港の運営委託（コンセッション）に関する検討状況

滑
走
路
・
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ル
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仙台空港 H25.7 H25.11 H26.4 H26.6
H27.12.1 仙台国際空港（株）と実施契約を締結

H28.7～
仙台国際空港（株）による運営開始

高松空港 H25.7 H27.10 H28.7 H28.9
H29.10.1 高松空港（株）と実施契約を締結

H30.4～
高松空港（株）による運営開始

福岡空港 H27.9 H28.7 H29.3 H29.5
H30.8.1 福岡国際空港（株）と実施契約を締結

H31.4～
福岡国際空港（株）による運営開始

北海道内７空港 H28.8 H29.7 H30.3 H30.4
R1.10.31 北海道エアポート（株）と実施契約を締結

熊本空港 H29.4 H29.6 H30.1 H30.3
R1.5.31 熊本国際空港（株）と実施契約を締結

R2.4～
熊本国際空港（株）による運営開始

広島空港 H25.7 H29.10 H31.3 R1.6
R2.12.18 広島国際空港（株）と実施契約を締結

R3.7～
広島国際空港（株）による運営開始

新潟空港 R2.4

大分空港 R2.8

小松空港 R2.11

7空港一体のビル経営開始
新千歳空港
旭川空港
稚内・釧路・函館・帯広・女満別空港

R2.1～
R2.6～
R2.10～
R3.3～

北海道エアポート（株）による運営開始

地元自治体の意向に基づき、
コンセッション導入に向けた手続を開始

【全体スケジュール】 個別空港ごとの取組

１１

○地域活性化の取組み

※広島空港オペレーションセンター 開設
（令和4年6月）

○安全・保安体制の強化

※空港の採用HPにおいて空港で働く
様々な求人情報を一元的に紹介

○人材確保の取組み

熊本空港の例 (運営開始：令和2年4月）

○施設整備による利便性向上

※国内線・国際線一体型の新旅客ターミナルビルの建設
（令和5年3月供用予定）

※出典（写真）：熊本国際空港(株)

福岡空港の例 (運営開始：平成31年4月）

※出典（写真）：福岡国際空港(株)

※国際線旅客ターミナルビルの増改築
（令和7年3月供用予定）

○施設整備による利便性向上

○新規就航
【国内線】

新千歳＝那覇（Peach）

新千歳＝中部（Peach）

女満別＝関西（Peach）

新千歳＝静岡（FDA）

新千歳＝福岡（AIRDO）

【国際線】

新千歳＝台湾（タイガーエ
ア台湾、スターラックス航
空）

【国内線】

福岡＝那覇（ソラシドエア）

福岡＝新千歳（AIRDO）

【国際線】

福岡＝ソウル（エアプサン）

福岡＝釜山（ジンエア）

福岡＝済州（チェジュ航空）

福岡＝台北（スターラックス航空）

福岡＝ハノイ（ベトジェットエア）

福岡＝バンコク（タイ・ベトジェットエア、

タイ・エアアジア）

福岡＝ホノルル（ハワイアン航空）

○新規就航
※イメージ図 出所：梓設計・HOK･西日本技術開発 共同企業体



（８）航空路整備事業

５年度予算額 ２７４（２８８）億円
※（ ）内は前年度予算＜事業の概要＞

航空交通の安全確保を最優先としつつ、首都圏などの混雑空港・空域における航空交通容量の

拡大を図り、より効率的かつ効果的な管制サービスを提供するため、引き続き管制施設、航空保安

施設、通信施設等の性能を確保するとともに、航空路管制空域の再編や衛星航法サービスの高度

化を推進します。

航空路管制空域において、空域を上下に分離する再編を段階的に実施し、管制処理能力の向上

を図ります。

令和５年度は、東日本空域の上下分離に必要となる航空路管制卓や遠隔対空通信施設等の整備

を行います。

航空路管制空域の再編整備事業（空域の上下分離による処理容量の拡大）

・巡航機が中心となる「高高度」

・近距離及び空港周辺の上昇降下機

に専念する「低高度」

に上下分離

衛星航法サービスの高度化

静止衛星を用いた衛星航法システム(ＳＢＡＳ)による進入方式(ＬＰ／ＬＰＶ)を導入し、視界不良時に
おいて従来より滑走路近くまで進入を可能とすることで、着陸できる機会の増加を図ります。
令和５年度は、静止衛星３機を利用したＳＢＡＳの測位精度向上を行うため、地上監視局等の施設整
備を行います。

【現行イメージ】 【上下分離イメージ】

１２

航空路管制卓 遠隔対空通信施設

SBAS：Satellite Based Augmentation System LP：Localizer Performance LPV：Localizer Performance with Vertical guidance



空港と周辺地域との調和ある発展を図るため、騒防法に定める特定飛行場の周辺地域につ
いて、騒音激甚区域からの移転補償、緩衝緑地帯の整備、学校等の教育施設及び住宅の防音
工事等の補助を推進し、航空機騒音による障害の防止・軽減、生活環境の改善を進めます。

Lden：航空機騒音のレベルを評価する尺度

（注）特定飛行場：国管理の事業対象空港 函館、仙台、東京国際、新潟、松山、高知、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇

＜事業の概要＞
５年度予算額 １１（１５）億円

※（ ）内は前年度予算

（９）空港周辺環境対策事業

【第１種区域：Ｌｄｅｎ６２ｄＢ以上】

・住宅の防音工事、空調機器の更新に対する補助
・生活保護等世帯に対する防音工事で設置した
空調機器稼働費の補助

移転補償跡地

【第２種区域：Ｌｄｅｎ７３ｄＢ以上】

・土地の買入や建物等の
移転補償

緩衝緑地

【第３種区域：Ｌｄｅｎ７６ｄＢ以上】

・ 騒音軽減効果のある
緩衝緑地帯の整備

【概ねＬｄｅｎ５７ｄＢ以上の区域】
・学校、病院等の防音工事、空調機器の
更新に対する補助
・公民館・集会所等共同利用施設整備に対する補助

学校等の防音工事（防音サッシ・空調機） 住宅の防音工事施工例

移転補償跡地

【第２種区域：Ｌｄｅｎ７３ｄＢ以上】

・土地の買入や建物等の
移転補償

【概ねＬｄｅｎ５７ｄＢ以上の区域】
・学校、病院等の防音工事、空調機器の
更新に対する補助
・公民館・集会所等共同利用施設整備に対する補助

学校等の防音工事（防音サッシ・空調機）

１３

空港周辺環境対策事業における騒音対策区域

概ね

Ｌｄｅｎ５７ｄＢ以上

Ｌｄｅｎ６２ｄＢ以上

（第１種区域）

Ｌｄｅｎ７３ｄＢ以上

（第２種区域）

Ｌｄｅｎ７６ｄＢ以上
（第３種区域）

Ｌｄｅｎ６２ｄB以上

Ｌｄｅｎ７３ｄB以上
（第２種区域）

Ｌｄｅｎ７６ｄB以上
（第３種区域）

（第１種区域）
概ね
Ｌｄｅｎ５７ｄB以上

騒音対策区域概念図

概ねLden57dB以上の区域

第１種区域
(Lden62dB以上)

第２種区域
(Lden73dB以上)

第３種区域
(Lden76dB以上)

空港

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律（騒防法）等に基づく空港周辺環境対策事業
航空機の騒音評価指標（Ｌｄｅｎ）の値の大きさに応じて、騒音対策区域（第１～３種）を定め、必要な事業を実施

※Ｌｄｅｎ： １日あたりの騒音のレベルを評価する尺度。
夕方及び夜間に発生した騒音に重み付けを行った上で、1日に発生した全ての
航空機騒音のエネルギー総量を平均した指標。
（平成２５年４月１日より、従来のＷＥＣＰＮＬ⇒Ｌｄｅｎに指標を変更。）



（１１）地方航空路線維持・活性化の推進

＜事業の概要＞

地域住民にとっての必要不可欠な生活の足である地方航空路線の維持・活性化
に引き続き取り組みます。

５年度予算額 非公共予算 ０．２（０．２）億円
※（ ）内は前年度予算

＜事業の概要＞

離島住民の日常生活に必要不可欠である離島航空路線の維持・安定運航のため、
航空機購入費への補助を引き続き実施します。

生活交通の存続が危機に瀕している地域において、地域の特性・実情に最適な移
動手段が提供されるよう、「地域公共交通確保維持改善事業」により、離島航空路の
運航費補助、離島住民運賃割引補助を着実に実施します。

（１０）離島の航空輸送の確保

【関連事項】 地域公共交通確保維持改善事業 （総合政策局予算）

５年度予算額 １５（１５）億円
※（ ）内は前年度予算

５年度予算額 ２０７（２０７）億円の内数
※（ ）内は前年度予算

コロナ禍においても必要不可欠な生活路線として運航を維持してきた地域航空会
社におけるポスト・コロナを見据えた経営改善の取組を支援します。

地域航空会社の経営改善に係る調査

地域航空サービスアライアンス有限責任事業組合（EAS LLP）

地域航空の協業促進支援に係る調査

１４

ｵﾘｴﾝﾀﾙｴｱ
ﾌﾞﾘｯｼﾞ（ORC）
Q200・Q400

ATR42

天草ｴｱﾗｲﾝ
（AMX）

ATR42

日本ｴｱｺﾐｭｰﾀｰ
（JAC）

ATR42/72

全日本空輸
（ANA）

日本航空
（JAL）

EAS ＬＬＰ

新たな協業のためにＬＬＰにて取り組む施策の例：
○ 系列を超えたコードシェア推進等による販売の強化
○ 機材、運航・整備方式の統一に向けた技術的サポート
○ 調達業務の集約、間接業務の共通化 等

出資
業務参加

出資
業務参加

出資
業務参加

出資
業務参加

コードシェア等
の協業

コードシェア等
の協業

コードシェア等
の協業

コードシェア等
の協業

出資
業務参加

取組事例

予約搭乗管理システム 自動チェックイン機 系列を超えたｺｰﾄﾞｼｪｱｼｽﾃﾑ構築

ATR42-600

ｺｰﾄﾞｼｪｱ
ｼｽﾃﾑ構築

令和元年に設立された地域航空組合（ＥＡＳ ＬＬＰ）のこれまでの取組結果の総括
検証を支援し、地域航空会社の新たな協業体制確立の取組をさらに加速します。



0

100

200

300

400

18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68
0

100

200

300

400

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66

１５

（１２）航空保安対策の強化

（１３）操縦士・整備士の養成・確保対策

５年度予算額 非公共予算 ０．７（０．６）億円

＜事業の概要＞

新型コロナウイルス感染症の拡大により航空事業は大きく影響を受けている状況ですが、
現在主力となっている50代の操縦士・整備士の将来における一斉大量退職が見込まれている
こと、操縦士が航空会社の機長として第一線で活躍するまでに約10年の訓練期間を要するこ
と等を踏まえると、操縦士・整備士を着実に養成・確保していくことが極めて重要です。

このため、操縦士を着実に養成するほか、民間と連携した操縦士・整備士の効率的な養成・確保
を促進するための取組を推進します。

民間と連携した操縦士・整備士の養成・確保の促進

※（ ）内は前年度予算

(独)航空大学校における操縦士の着実な養成

○平成３０年度入学生から開始した養成規模の拡大
（７２人→ １０８人）に対応した訓練の着実な実施

４年度補正予算額 非公共予算 ５．４億円

５年度予算額 非公共予算 ２５（２５）億円
※（ ）内は前年度予算

〈訓練機〉 〈帯広分校エプロンの状況〉

【主な取組内容】

主要航空会社における操縦士の年齢構成

山の位置がシフト
主要航空会社等における整備士の年齢構成

（
人
数
）

（年齢）

（
人
数
）

（年齢）

５年度予算額 １６（２６）億円
※（ ）内は前年度予算

「テロに強い空港」を目指し、全国の空港において従来型の検査機器からボディスキャナーを
はじめとした高度な保安検査機器（爆発物自動検知機器等）への入れ替えを促進し、今後の航
空需要の回復・増大に向け、航空保安検査の高度化を図ります。

機内手荷物用

機内持込・預入手荷物のＸ線検査機器のうち、爆発物を自動的に
検知するシステム

ＥＴＤ（蒸散痕跡物等
利用爆発物検査装置）

現行の接触検査に代わ
るものとして、自動的に非
接触で人体表面の異物を
検知する装置

高性能Ｘ線検査装置

預入手荷物用

液体爆発物検査装置

ボディスキャナー

高度な保安検査機器

＜事業の概要＞

○国内での操縦士養成基盤の強化に向けた
効率的な養成手法に関する調査

○受験機会の増大と試験の効率化のため、
操縦士・整備士等の資格に係る学科試験
のCBT化に向けたシステム構築等

CBT：Computer Based Testing

山の位置がシフト

○訓練に必要な燃料費の確保、予備部品の確保によ
る稼働機数の増及び帯広分校エプロン老朽化対策
等工事



（１４）安全監査体制等の強化

５年度予算額 非公共予算 ０．３（０．２）億円
※（ ）内は前年度予算＜事業の概要＞

航空運送事業者に対する安全監査については、航空法に基づき、定期的又は随時に立入り、運用
実態を網羅的かつ一律的に確認する監査（コンプライアンスベース監査：事後的）を行っています。
監査の更なる質の向上を図るため、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）の勧告を踏まえ、従来型の監査か

ら、事業者に対する監査の対象が抱えるリスク・弱点に焦点を当てた新たな監査手法（リスクベース監
査：予防的）に転換していくための本格的な制度検討にかかる調査を実施します。

リスクベース監査従来の監査（コンプライアンスベース監査）

記録類の確認 ヒアリングの実施

チェックシートに基づき網羅的かつ一律的な確認を実施

飛行中の業務の確認

監査の対象が抱えるリスクを評価し、浮き彫り
になったウィークポイントに焦点を当て、かつ優先
順位をつけて重点的に確認を実施

航空運送事業者に対する安全監査体制の強化

調査・取組内容

既に制度を導入済みの他国の先行事例について詳細な調査を行うとともに、リスクベース監査の実
施にあたり必要となる各種データやその収集・分析方法も含め、具体的な制度設計及び運用手法
（分析ツールを含む）について検討。

令和３年度においても小型航空機の事故が継続

令和3年10月7日、個人の
回転翼航空機が、静岡県
秦野市内の草地に墜落
（搭乗者１名が死亡）

令和3年10月12日、個人の
動力滑空機が、北海道美
瑛滑空場を離陸直後に墜
落（搭乗者２名が死亡）

（読売新聞オンライン（WEB）より）

小型航空機の事故が頻発

簡易型AOA指示器

安全対策の調査・取組内容

小型航空機の安全対策に係る状況の実態把握及び安全対策構築のための調査

〇 平成２７年７月２６日、

自家用機が調布飛行場
を離陸した直後、住宅に
墜落。

機長等２名死亡。住宅１
棟が全焼し、住民１名死
亡。

平成２７年以降、小型航空機の事故が社会問題化

飛行中に効果を得られる事故未然防止に
寄与する先進技術について調査を実施

１６

小型航空機の事故の頻発を受け、平成２８年１２月から 「小型航空機等に係る安全推進委員会」を
定期的に開催し、安全対策にかかる調査・取組を実施しています。
令和５年度も引き続き安全推進委員会の開催に向けて、事故等の情報分析とともに、更なる安全対策
の推進のため、事故未然防止技術の調査を実施します。

簡易型空中衝突防止装置

（UHB北海道文化放送（WEB）より）

国内外の航空事故等の情報を分析

有識者や関係団体等を交え、安全対策の
あり方を検討

小型航空機等に係る安全推進委員会

事故情報の分析

EFB（タブレット等）

小型航空機に係る総合的な安全対策の強化

更なる安全対策の推進

安全監査の高度化・航空分野全体の安全性向上



３．航空分野のグリーン施策の推進

（１）運航分野における脱炭素化の推進

＜事業の概要＞

①持続可能な航空燃料（SAF）の導入促進

４年度補正予算額 非公共予算 ０．１億円
５年度予算額 非公共予算 ０．４（０．５）億円
空港整備勘定 【再掲】 ８４（ ４７）億円

（一般空港等、航空路整備事業の内数）
※（ ）内は前年度予算

１７

○ 国際競争力のある国産SAFの安定供給に向け、経済産業省、環境省及び農林水産省と連携し、
原料調達及び開発・製造を強力に支援します。

○ 2025年には廃食油由来等の国産SAFの商用化が見込まれ、サプライチェーン構築や国際認証取
得に向けた取組が急務です。

○ SAF官民協議会において、航空会社や石油元売り等とともに上記の課題やニーズを洗い出し、国
産SAF利用拡大に向けた環境整備を図ります。

熱可塑複合材エルロン
（新明和工業）

○ 航空機の脱炭素化に向けて、日本企業が持つ優れた環境新技術（電動化、軽量化、水素航空機
等）の実用化に向け、産官学が連携し、戦略的に安全基準・国際標準等の整備等に取り組みます。

〇 産官学でタッグを組んで国際標準化を進めるために、官民で国際会議等へ積極的に参画します。

安全基準・国際標準案の作成
国際標準の策定会議への参画

参加・提案産官学で連携

基準案

新技術官民協議会
（R4.6設置）

有識者、メーカー、業界団体、
研究機関、関係省庁等

•基準策定等の取組に関する計画
（ロードマップ）を策定

水素燃焼器・タンク
（川崎重工業）

試験設備等
（JAXA）

燃料ポンプ
（日機装）

圧力制御
バルブ
（キッツ）

水素航空機のコア技術

航空機の軽量化

複雑形状化
（三菱重工業）

我が国環境新技術の開発例
（GI基金採択案件）

③機材・装備品等への新技術導入

②運航の改善

国際航空においては2020年以降総排出量増加制限、国内航空においては2030年度までに単位輸送
量当たりのCO2排出量2013年度比16％削減を目指し、国際・国内航空ともに2050年カーボンニュート
ラルを目指すため、３つのアプローチの取組を実施します。

空港における国産SAF活用のための
受入施設等整備に対する支援

空港でのSAFの供給体制確立のための調査

空港の国産SAFの活用に資する事業に対して
支援を実施
安全かつ効率的なSAFの受入に資する施設・設
備の導入
導入過渡期の国産SAFのサプライチェーン構築

SAFの品質管理等に関する実証※
空港におけるSAF等の代替燃料の使用に係る
安全性確保
国産SAFの国際認証取得に向けた支援
※航空局の飛行検査機の活用を検討

国産SAFのASTM規格及びCORSIA
適格燃料への登録・認証をサポート

航空情報共有基盤を構築・活用することで、精緻な時間管理等を
用いた円滑な交通流の実現が可能となり、運航効率が向上

【航空路】
迂回の少ない飛行ルート及び
高度・経路の選択自由度の向上

【出発・到着】
燃費の良い上昇・降下の実現

及び就航率の改善

【空港面】
アイドリング時間の削減、地上走行

経路の最適化

場面ごとの取り組み

○ 運航全体の最適化及び航空路、出発・到着、空港面といった場面ごとの運航効率の改善策を推進。
管制システムの高度化など必要な事業を実施し、運航の改善によりCO2の削減を図ります。
運航全体の最適化

航空会社 空港会社

海外管制機関等

航空情報共有基盤

管制機関

国

例：



（２）空港分野における脱炭素化の推進

＜事業の概要＞

空港脱炭素化の全体目標「2030年度までに、各空港で４６％以上の削減（2013年度比）及び再エネ
等導入ポテンシャルの最大限活用により、空港全体でカーボンニュートラルの高みを目指す」の達成に
向けて、日本の玄関口である空港の脱炭素化を推進するため、あらゆる手段による取組を実施します。

空港の脱炭素化推進のイメージ

ANAホームページより電球式 LED式

照明・灯火のLED化

※写真提供：JAL

５年度予算額 【再掲】 ８３（７４）億円
（羽田、一般空港等の内数）

※（ ）内は前年度予算

１８

空港車両のEV・FCV化の促進（写真はEV車の一例）

①空港施設・空港車両からのCO2排出削減に向けた照明・灯火のLED化や空港車両のEV・
FCV化、②航空機からのCO2排出削減に向けたGPU利用等を促進します。
また、空港周辺地域との連携や災害時のレジリエンス強化の観点も重視しつつ、③空港の再
エネ拠点化に向けて、太陽光発電等の再エネ設備の導入を推進します。

①空港施設・空港車両からのCO2排出削減

太陽光発電設備の導入促進
※写真提供：関西エアポート(株)

③再エネ拠点化

GPU利用の促進 走行距離の縮減

✈

②地上航空機からのCO2排出削減



（１）空飛ぶクルマ・ドローンの安全対策

＜事業の概要＞

４．航空イノベーションの推進

○ 有人地帯での目視外飛行（レベル４飛行）の活性化に向けた環境整備

ドローンの有人地帯での目視外飛行（レベル４飛行）の活性化に向けて、運航管理システム（UTMS）の
導入やドローンの衝突回避機能に関する安全基準の検討等を通じ、更なる安全の確保を図ります。

【レベル４飛行】
有人地帯（第三者上空）での
目視外飛行（補助者の配置なし)

レベル４飛行のイメージ

○ドローン情報基盤システム（DIPS）の機能追加及びレベル４飛行に係る制度の運用

• ドローンの飛行の安全性向上等のため、ユーザーが通報す

る飛行計画等を踏まえたリスク判定を行い、必要な注意喚

起を行う機能の追加等を実施

• レベル４飛行に対応した無人航空機ヘルプデスクの設置、シ

ステムの保守・維持管理等の実施

【レベル４飛行に係る制度の概要】

• 機体認証、操縦ライセンスを得て、運航ルールを

遵守し、 国土交通大臣の許可・承認を得れば

レベル４飛行可能

○レベル４飛行の活性化に向けた無人航空機の更なる制度設計のための調査・検討

５年度予算額 非公共予算 １．３（０．９）億円
空港整備勘定 【再掲】 １２（ ３０）億円

※（ ）内は前年度予算

１９

許可承認

飛行計画

事故報告

等

DIPS

＜保有データ＞
飛行計画
通報

リスク判定し
注意喚起

○ 空飛ぶクルマの社会実装に向けた環境整備

都市部での送迎サービス、離島・山間部での移動手段、災害時の緊急搬送などの活用が期待される
“空飛ぶクルマ” の実現に向けて、「空の移動革命に向けたロードマップ」に基づき、2025年の大阪・関
西万博における商用運航の開始を目標として、操縦者の技能証明に関する基準、離着陸場の設備要
件、低高度における安全・円滑な交通管理等に関する環境整備のための調査、整備等を実施します。

○空飛ぶクルマの社会実装に向けた環境整備のための調査

• 操縦者技能証明制度に係る調査・検討
• 離着陸場の設備要件等に関する制度整備のための調査・
検討 等

○低高度における安全・円滑な航空交通のための体制整備

• 空飛ぶクルマに対する情報提供・モニタリング等のための施
設整備

運航管理システム
（UTMS）のイメージ

空域内での
接近を防止

追加

追加機能の例

• 諸外国の運航管理システム（UTMS）の導入・実証状況の調査、

UTMSに関する要件等の整理・検討

• 衝突回避機能に関する安全基準及び審査手法策定のための

実証試験 等



２０

（２）地上支援業務等への先端技術の導入促進

５年度予算額 ２（ 1 ）億円
※（ ）内は前年度予算

（※システムの介入要求等に対してドライバーが対応）

令和７（2025）年までに地上支援業務の自動化・効率化に資する無人車両技術を導入するため、
必要となる要件（車両技術、インフラ、運用ルール）を整理した導入モデルを構築するとともに、インフ
ラや運用ルールの課題を抽出します。また、空港除雪の省力化・自動化に向けた調査を実施します。

空港運用への無人車両技術の導入

空港除雪の省力化・自動化

技術開発と並行して、インフラ・通信環境整備の必要性の確認や新技術に則した運用ルールの
策定を行うことによる新技術実用化までの期間の短縮。

✈

✈

エリアごとで
課題抽出

→対応策の実証

車両データや実験データを取得し、
導入モデルを構築

特定条件下の完全自動運転※

に関する実証実験
＜Ｒ３年度より実施＞

トーイングトラクター

ランプバス

【遠隔監視・遠隔操作】

【無人車両】

条件付自動運転※

＜Ｒ２年度より導入開始＞

導入までの
プランニング

（※特定の場所や道路において、自動運転
システムが全ての運転操作を実施）

地上支援業務の自動化・効率化

【除雪車両】
• 運転支援ガイダンスシステム導入の評価結果を踏
まえ、令和５年度は除雪装置操作の自動化に向け
て実証実験を実施

• 自動化に向けて空港除雪車両の仕様検討及び除
雪作業の運用ルールの検討

地上支援業務への先進技術等の導入

ポストコロナにおける外国航空会社等の需要に対応するため、令和２年１月に策定したグランドハ
ンドリングアクションプランに基づき、先進技術等の活用を通じた空港地上支援業務（グランドハンド
リング）の生産性向上を実現するための実証調査を実施します。

AI技術を活用した空港地上支援業務の効率化

AI技術を活用し、駐機場周辺における地上支援業務を可視化・データ化することにより、業務プロ
セスを比較・分析し、各空港の特性に合わせたトータルマネジメントによる効率化等を実現。

【AI導入後のイメージ】

＜事業の概要＞



（３）航空機・次世代航空モビリティに対する確実な安全性審査・実用化の促進

審査職員の
飛行試験技能習得等

５年度予算額 非公共予算 ０．８（０．８）億円
※（ ）内は前年度予算

具体の取組
海外関係機関等との
審査基準等の調整

審査に必要な
環境の整備

次世代航空モビリティ等の
実地審査

従来の航空機

• ドローンについては、レベル４飛行の本格的な実施、また、空飛ぶクルマについては、令和７年度
中の商用運航の実現に向けて、確実かつ円滑な安全性審査を行います。

• 安全運航を確保するため、引き続き我が国上空等を飛行する航空機への確実な安全性審査、不
具合事象への的確な対応等を実施します。

次世代航空モビリティ

ドローン

（試験立会/試験環境・
手順の適切性の確認） （専用ソフトや技術データ等）

（空飛ぶクルマ等の
飛行試験への対応） （審査基準/手法の調和）

空飛ぶクルマ輸入機国産機

２１

＜事業の概要＞

©SkyDrive

【関連事項】FAST TRAVELの推進等（観光庁予算）

世界最高水準の空港利用者サービスを提供するため、先端技術の活用等により、旅客が行う諸手続きや空港内の
動線を一気通貫で高度化することにより、手続きを迅速化します。
[補助対象事業者：空港ビル会社、空港会社等（補助率1/2)]

チェックイン→搭乗までの自動化機器を顔認証システムで一元化（One ID化）
顔写真を登録した以降の手続きではパスポートや搭乗券の提示が不要となり、いわゆる「顔パス」で通過可能

【搭乗関連手続きの円滑化】
ストレスフリーで快適な旅行環境実現に向け、自動手荷物預機・スマートレーン等の自動化機器、顔認証技術を活用し

た本人確認システムの導入を促進。旅客の待ち時間の短縮や手続きの非接触・非対面化等、旅客利便増進に取り組む。

【旅客動線の合理化・高度化】

○ チェックインカウンターを航空会社で共用化するシステム
や、手荷物検査を手荷物預け後に実施するシステム(イン
ラインスクリーニングシステム)の導入により、地方空港に
おける旅客動線を合理化し、手続きに係る時間を短縮。

○ 上質なサービスを求める観光客の誘致に向け、
ビジネスジェット旅客専用の待合スペース、ＣＩＱ
カウンター等を確保し、プライバシー・迅速性を重
視する旅客ニーズに対応。

提供：成田国際空港(株)提供：ボンバルディア

自動チェックイン機 スマートレーン自動手荷物預機 自動搭乗ゲート

〇FAST TRAVELの推進 ４年度補正予算・５年度予算額 １３億円

訪日外国人旅行者がストレスフリー・快適に旅行を満喫できる環境及び災害など非常時においても安全・安心な旅
行環境の整備を図るため、空港におけるバリアフリー化の推進、多言語対応の強化等に関する取組を支援します。
［補助対象事業者：空港ビル会社、空港会社、航空会社等（補助率1/3等）］

保安検査場自動ゲート

〇訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（地域公共交通関係） ４年度補正予算額 １６３億円の内数



【令和５年度航空局関係税制改正】

航空機燃料税に係る特例措置 （航空機燃料税・航空機燃料譲与税）

航空機に使用する部分品等に係る関税の免除措置 【延長】 （関税)

２２

国内定期航空運送事業の用に供した航空機燃料に係る石油石炭税の還付措置 【延長】
（石油石炭税)

航空機騒音対策事業に係る特定の事業用資産の買換え等の特例措置 【延長・一部縮減】
（所得税・法人税)

○航空会社の経営基盤の強化を図りつつ、航空ネットワークの維持と航空需要の回復・拡大にむけた
機材投資を支援するため、航空機燃料税の特例措置を５年間延長する。

（令和 ９年度まで）

【航空機燃料税】

【航空機燃料譲与税】 譲与金額：4,000円/kl等を維持

○国内定期航空運送事業の用に供した航空機燃料に係る石油石炭税の還付措置の適用期限を３年
間延長する。

（令和 ７年度まで）

○航空機の部分品等に係る関税の免除措置の適用期限を３年間延長する。
（令和 ７年度まで）

○個人又は法人が、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」に定
める第２種区域内及び「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」に定める航空機騒音障害防止
特別地区内にある土地等を、当該区域外の土地等と買換え又は交換した場合における譲渡所得の
課税の特例措置の適用期限を３年間延長する。

○令和２年度以降に新たに指定された区域に限り現行通り（８０％）とする。（令和元年度以前に指定さ
れた区域については本特例措置の適用対象から除外）

（令和 ７年度まで）

～平成22年度 平成23年度 令和２年度 令和4年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

19,500円/kl (コロナ前水準)
18,000円

9,000円

13,000円

令和７～８年度
15,000円

令和９年度
18,000円

(本則)
26,000円/kl

13,000円/kl

9,000円

13,500円

6,750円

4,500円
6,500円

9,750円
11,250円

7,500円
9,000円

13,500円

本則特例

特定離島
路線特例

沖縄路線
特例

令和５～６年度
13,000円

6,500円

9,750円

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度平成23年度～
令和2年度

航空機燃料税に係る特例措置（要望結果）

令和3年度



２３

Ⅰ．安全・安心な航空輸送の実現と需要回復・増大への的確な対応 （133人）

○コロナ後の需要回復を見据えた空港受入環境整備体制の強化

○航空輸送に関する安全推進体制の強化

○持続可能な管制サービスの高度化に係る体制強化 等

Ⅱ．航空分野のグリーン施策の推進 （9人）

○航空分野における脱炭素化推進のための体制強化 等

Ⅲ．航空イノベーションの推進 （13人）

○大阪・関西万博における空飛ぶクルマの運航開始に向けた推進体制の整備 等

コロナ禍からの需要回復・増大に対応した安全・安心な航空輸送の提供を確保するとともに、
航空分野における脱炭素化の実現、空飛ぶクルマ等の航空イノベーションの推進等の新たな
行政課題に対応するため、以下の項目を重点に体制強化を図る。

【令和５年度航空局関係組織・定員措置の概要】

定員措置［ 155人 ］ ＊「ＷＬＢ推進のための定員」29人を含む



（参考資料）

２４



航空事業者等

雑収入等

空港整備勘定
空港関係
都道府県

空港関係
市町村

（単位：億円）

令和５年度予算額 ３，９４２億円

１／５ ４／５

９／１３

航空機燃料税

８４５

空港使用料

着陸料等
航行援助施設利用料

１，６３８

一般会計

航空機燃料税
２７３

航空機燃料譲与税

空港整備勘定のしくみ

（注） 計数は端数処理の関係で合計額に一致しない。 は令和５年度の措置。

４／１３

財政投融資

１，１８５

２５

本邦航空会社の国内線・国際線旅客数の推移

令和５～６年度 令和７~８年度 令和９年度平成23年度～ 令和３年度 令和４年度
令和２年度

～平成22年度

本則特例

特定離島
路線特例

沖縄路線
特例

(本則)

26,000円/kl

(コロナ前水準)
18,000円

9,000円9,000円

13,000円
15,000円

18,000円

9,000円

13,500円

6,750円
4,500円

6,500円

9,750円
11,250円

7,500円

13,500円13,000円

9,750円

6,500円

19,500円/kl

13,000円/kl



２６

成 田
29%

羽 田
14%

関 西
27%

中 部
6%

福 岡
7%

新千歳
6%

那 覇
5%

地方空港
5.5%

約3,064万人

令和３年（2021）令和元年（2019）

空港別の入国外国人数

成 田
61%

羽 田
23%

関 空
12%

中 部
3%

福 岡
2%

約35万人

（出典）法務省「出入国管理統計」より航空局作成
※地方空港＝主要７空港（羽田、成田、関空、中部、新千歳、福岡、那覇）を除く空港
※令和３年は新千歳・那覇・地方空港の国際線は全便運休

国内主要空港の乗降客数（令和元年度、令和３年度）

331 0 

3,208 

175 

1,682 

83 
619 

6 0 0 

2,196 

27 
547 

3 315 0 

1,951 

923 

746 

413 

6,540 

2,887 

640 

277 

1,577 
750 

671 

336 

1,757 

944 

1,746 

799 

2,281 

923 

3,954 

587 

8,222 

2,970 

1,259 

283 

1,577 

750 

2,866 

363 

2,304 

947 

2,061 

800 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3

乗降客数

国内線
国際線

新千歳 成田 羽田 中部 伊丹 関西 福岡 那覇

単位：万人

出典：空港管理状況調書（国土交通省航空局）



２７

空港運営民間委託（コンセッション）スキームと運営委託の状況

【仙台空港】
東急前田豊通ｸﾞﾙｰﾌﾟが設立した新会社（SPC：仙台国際空港株式会社）による運営を開始（平成28年7月）

【高松空港】
三菱地所・大成建設・ﾊﾟｼｺﾝｸﾞﾙｰﾌﾟが設立した新会社（SPC：高松空港株式会社）による運営を開始 （平成30年4月）

【福岡空港】
福岡ｴｱﾎﾟｰﾄHDｸﾞﾙｰﾌﾟが設立した新会社（SPC：福岡国際空港株式会社）による運営を開始 （平成31年4月）

【北海道内７空港】
北海道エアポートグループが設立した新会社（SPC：北海道エアポート株式会社）による運営を開始
（令和2年6月：新千歳空港、令和2年10月：旭川空港、令和3年3月：稚内、釧路、函館、帯広、女満別空港）

【熊本空港】
MSJA・熊本ｺﾝｿｰｼｱﾑが設立した新会社（SPC：熊本国際空港株式会社）による運営を開始（令和2年4月）

【広島空港】
MTHSｺﾝｿｰｼｱﾑが設立した新会社（SPC：広島国際空港株式会社）による運営を開始（令和3年7月）

1

施設等
所有者 国 民間

運営

管制 滑走路等 空ビル等

継
続

国

運営権
の設定

三セク等

譲
渡

国

民間による一体運営

＊１ いずれも年間当たりの回数である。
＊２ 回数のカウントは、１離陸で１回、１着陸で１回のため、離着陸で２回とのカウントである。

首都圏空港（羽田･成田）の空港処理能力の増加について

（万回）

2010年10月まで

羽田空港 成田空港

2013年3月31日
以降

2015年3月29日
以降

成田空港ＬＣＣ
ターミナルの整備等

2014年3月30日
以降

羽田空港国際線
ターミナル拡張

成田空港高速離脱
誘導路の整備等

羽田空港飛行経路
の見直し等

2010年10月31日
以降

羽田空港Ｄ滑走路
供用開始

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

22.0

30.3

52.3

羽
田

成
田 22.0 27.0 27.0 30.0 約34

50

37.0

41.0 44.7
44.7

約49

約4968.0
71.7 74.7

約83

約100

うち国際線 ６万回
昼 間 ３万回
深夜早朝 ３万回

うち国際線 ９万回
昼 間 ６万回
深夜早朝 ３万回

59.0
以

降

、
首

都

圏

空

港
を
含

め
た

オ
ー
プ
ン
ス
カ
イ
を
実

施

現
在
取
り
組
ん
で
い
る
機
能
強
化

うち国際線 12.9万回
昼 間 9.9万回
深夜早朝 3.0万回

2020年代後半

成田空港
Ｃ滑走路の整備等

2020年3月29日
以降（現在）

○ 成田空港のＣ滑走路新設等により、空港処理能力年間約100万回の実現を目指す。



航空脱炭素化の検討体制について

２８

航空脱炭素化推進の制度的枠組み



２．資機材の共通化等による生産性の向上

①外国人材の確保
②採用拡大及び離職率低下に向けた取組
③人材育成の共同化推進

①資機材の共通化、共有化の推進
②先進機器の導入による効率化
③空港の運用改善による効率化

３．グランドハンドリング業界の構造改善

人材不足
・採用難
・厳しい労働環境、高い
離職率
・長い訓練期間
研修期間例）
機体のプッシュバック: 11週間
ボーディングブリッジ装着: 6週間
給油業務：1年

・系列を超えた需給調整の
仕組みが不在

事業者間の連携欠如

問題の所在

・各社が資機材を所有、
ピーク時に資機材が不足
する等の非効率が発生

・チームがシフト制で勤務、他
空港への応援派遣など柔
軟な対応は困難

※事業者の売り上げは増加傾向

①系列を超えた調整メカニズムの構築
②空港管理者等とグラハン各社との提携強化
③業務プロセスの共通化
④業界自らによる将来への投資促進

個社の取組に加え、共通化等による
系列を超えた体制強化の実現が必要

１．人材確保、教育の強化

５年間の外国人材の受入数
（ 2019年～2023年）
○特定技能制度：2000人
○技能実習制度その他：2000人
⇒4000人を受入

業務の効率化・省人化
（2019年～2023年）
○1人あたりの生産性10%向上

KPI

KPI

グランドハンドリングアクションプラン（令和２年１月策定）

２９

空港グランドハンドリングについて

空港グランドハンドリングは、航空機が空港に到着してから出発するまでの限られた時間
内で行われる地上支援作業の総称である。その内容は航空機の誘導や客室の整備、
旅客の案内、手荷物・貨物の搭降載、燃料の給油等多岐に亘る。
近年では、先端技術を活用した業務の省力化・効率化の取組が進んでいる。

着陸 離陸

スポット

旅客ﾀｰﾐﾅﾙ
旅 客

受託手荷物

航空機

マーシャリング ＰＢＢ・ステップ装着

バス輸送

給油

(航空機を駐機場に誘導)

(フロア清掃)

機内清掃・機用品補充

機内食搭降載

ＰＢＢ・ステップ離脱 プッシュバック

（航空機への燃料給油）

バス輸送

（航空機の除雪・防氷作業）

デアイシング

(手荷物の預り等)

搭乗手続 旅客案内 搭乗

降機 旅客案内

（受託手荷物の仕分け作業）

取り卸し 搬送 手荷物引渡し

手荷物預り 積み付け 搬送 搭載

（手荷物のコンテナへの搭載）

参考
貨物ﾀｰﾐﾅﾙ 貨 物

（航空機までの貨物の搬送）

取り卸し 搬送 解体・引渡し

貨物受託 積み付け 搬送 搭載

（貨物室への搭載）



３０

無人航空機のレベル４飛行の開始及びその活性化に向けた環境整備

空飛ぶクルマの実現に向けた環境整備

（第18回小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会資料等をもとに航空局作成）

2022年度 2023年度2021年度 2025年度～2024年度

日本・海外における機体開発

並行して実施

機体や運航の安全基準等の制度整備機体や運航の安全基準等の制度整備
（欧米当局とも連携）

運航開始に
向けた準備

低高度における安全・円滑な航空交通の実現を目指した取組（※1）

試験飛行の実施支援（※2）

（※2）試験飛行に関する許可基準を明確化し、事業者や自治体へ共有するため、「試験飛行のガイドライン」を策定（2022年3月）。

大阪・関西
万博

運航開始
運航、操縦者の技能証明、離着陸場基準について整理・公表

機体基準について整理・公表

2022年度中にレベル４飛行を
実現
（離島・山間部から人口密度の高
い地域、多数機同時運航へ）

ドローンがより効果的に社会に
貢献する未来を実現
・より高度な運航を可能とす
るため、「運航管理システム
（UTMS）の制度・技術を確立」

等

さらに
その先へ

（※1）空飛ぶクルマに対する情報提供（航空交通情報、気象情報等）・モニタリング 等

２０２２年 ２０２３年



■対象航空機 ：９人以上の旅客、1,500メートル以下の長さの滑走路で離着陸できる飛行機
■補 助 方 式 ：補助対象航空機及びその部品の購入に要する費用の45%（沖縄路線に就航する場合は、

75 %）を補助

２．機体購入費補助

■ターボジェット機 （E170等） 一般路線の １/ ６
■その他航空機 （ATR42-600等） 一般路線の １/ ８

うち、着陸料 ６ｔ以下（ｱｲﾗﾝﾀﾞｰ等） 一般路線の １/１６
航行援助施設利用料 15ｔ以下（ﾄﾞﾙﾆｴ228等） 一般路線の １/１６

※以下の措置については、離島路線にも適用される。
最大離陸重量 50ｔ以下の小型機材に係る着陸料について、上記に加えて20％の軽減
(20ｔ以下の小型機材については30％の軽減）
最大離陸重量 15ｔ～20ｔの小型機材に係る航行援助施設利用料について、上記に加えて１／２の軽減

※令和５年度においては、国内線（離島路線を含む）に係る着陸料、停留料、航行援助施設利用料につい
て、合計で約３割軽減する。

４．着陸料の軽減、航行援助施設利用料の軽減

■最大離陸重量 30ｔ～70ｔ（E170等） 取得後３年間１／３

その後３年間２／３に軽減
■最大離陸重量 30ｔ未満 （ATR42-600等） 永久に１／４

６．固定資産税の軽減

■対象航空機 ：９人以上の旅客、1,500メートル以下の長さの滑走路で離着陸できる飛行機
■補 助 方 式 ：衛星航法補強システム（MSAS）受信機購入に要する費用の45%（沖縄路線に就航する

場合は、75%）を補助

３．衛星航法補強システム（MSAS)受信機購入費補助

離島航空路維持対策

■都道府県ごとに設置される協議会において、離島の生活に必要不可欠な航空路の確保維持の内容に
ついて検討を行い、生活交通確保維持改善計画を策定

■補助対象路線
経常損失が見込まれる路線のうち、
①最も日常拠点性を有する、
②海上運送等の代替交通機関により概ね２時間以上、
③２社以上の競合路線でない路線

■補助対象経費は、実績損失見込額と標準損失額のいずれか低い方
■補助対象経費の１／２以内を国が補助（残り１／２は地域で負担）
■制度拡充 （平成２３年度下半期～） 特別会計から一般会計へ移行

（平成２４年度～） 離島住民運賃割引の拡充を支援
（平成２６年度～） 離島住民運賃割引の基準運賃の引き下げ

最も日常拠点性を有する路線に準ずる路線については、
離島住民運賃割引の補助対象とできるよう要件を緩和

１．運航費補助

■一定の離島路線に就航する航空機について、税率をコロナ前水準から軽減する。

１㎘ ＝ 13,500円 （コロナ前の軽減措置） → 9,750円 （令和５年度・令和６年度）等

■沖縄路線に就航する航空機についても、上記と同様に更に軽減。

１㎘ ＝ 9,000円 （コロナ前の軽減措置） → 6,500円 （令和５年度・令和６年度）等
※沖縄路線の適用対象には、沖縄県の区域内を結ぶ全路線も含む。

５．航空機燃料税の軽減

３１



□バンダラナイケ国際空港改善事業（パッケージＡ）工事契約締結（令和２年３月）

□バンダラナイケ国際空港改善事業（パッケージＢ）工事契約締結（平成２９年２月）

□ハズラット・シャージャラール国際空港拡張事業（第１期）工事契約締結（令和２年１月）

□ナザブ空港整備事業工事契約締結（令和元年１１月）（パプアニューギニア）

☆チンギスハーン国際空港運営事業契約締結（令和元年７月）

☆ハバロフスク国際空港株主間協定締結（平成３０年１２月）

☆パラオ国際空港ターミナル運営事業契約締結（平成２９年８月）

〇ミャンマー無償資金協力（航空管制システムの導入）締結（平成３１年４月）

〇ネパール無償資金協力（航空管制システムの導入）締結（平成２８年８月）

◇ラオス無償資金協力（空港関連機材の供与）締結（令和３年１２月）

主な成果

アジア周辺の主なインフラ案件

スリランカ
□バンダラナイケ国際空港

シンガポール
□チャンギ国際空港

ロシア
☆ハバロフスク国際空港

タイ
□☆ウタパオ国際空港
〇航空管制

パプアニューギニア
□トクア空港

パラオ
☆パラオ国際空港

ベトナム
□☆ロンタイン新国際空港
〇航空管制

ラオス
☆ワッタイ国際空港

ネパール
〇航空管制

ミャンマー※
□☆ハンタワディ新国際空港、
ヘホー空港、ニャンウー空港

☆マンダレー国際空港
〇航空管制

バングラデシュ
□☆ハズラット・シャー
ジャラール国際空港

モンゴル
☆チンギスハーン国際空港

航空分野のインフラ国際展開

海外における航空インフラプロジェクトについては、アジア等における航空需要の拡大を背景として、
優れた技術や海外プロジェクトへの経験を有する我が国企業にも多くのビジネスチャンスが見込まれてい
るものの、市場獲得の競争は激化しています。また、受注後であっても、相手国の情勢変化等により円滑
な事業の推進に支障を来す場合には、官民連携のもと、適切に対応する必要があります。
このため、我が国企業の受注獲得に繋げるべく、相手国政府への働きかけや情報収集等の取組みに加え、

受注した案件のフォローアップも継続的に実施します。

※今後推進するプロジェクトに関しては、現下の情勢を踏まえ、
今後の事態の推移を注視し検討

３２

ウズベキスタン
☆タシケント国際空港ほか主要空港

タジキスタン
〇航空管制

＜凡例＞

□建設案件

☆運営案件

〇管制案件

◇機材案件
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